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1.顧客本位の業務運営を実現するための方針の策定・公表等

（原則１に対応）

ゴールドマン・サックス証券株式会社（以下、「当社」）は、金融庁が2017年3
月30日に公表、2021年1月15日に改定した「顧客本位の業務運営に関する原則お
よび注記（以下、「原則」および「注」）に掲げられた7つの原則を全て採択し、
以下の通り公表します。
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2.お客様の最善の利益の追求（原則２に対応）

経営理念に「ビジネス遂行上最優先すべきは、顧客の利益である」とあるように、
当社では日々のビジネスにおいて、誠実、信用、公平な取引、透明性、プロ
フェッショナルとしての優れた専門性、機密保持、明確さといった、お客様本位
の業務を実践するための中核的価値観を、お客様と接する際の行動指針としてお
ります。

ますます複雑化している環境の中、お客様に提供するサービスと、その一つひと
つの行動がお客様からの信頼に与える影響を常に意識し、特に個々のビジネスに
参画「できるか」を判断するだけでなく、参画「すべきか」を判断するアプロー
チを取るべきであると考え、経営陣と社員が対話を行う集会等において周知徹底
を図っております。そのためには、経営理念にもあるとおり、法律、規則、およ
び道義の字義と精神を堅く遵守することを自らに課し、この規範を忠実に守るこ
とに努めております。

また、2010年5月には、経営理念に加え、ビジネス・スタンダードおよびビジネ

ス・プラクティスの質を高い水準に維持し、それがお客様、株主、規制当局、そ
の他利害関係者の期待を上回り、さらに全体的な金融システムの安定性および経
済的機会に資するものとなるよう徹底することを目的として、ビジネス・スタン
ダード・コミッティーを設置し、その報告書を作成、公表しております。

ビジネス・スタンダード・コミッティー報告書

経営理念 第1条

ビジネス遂行上最優先すべきは、顧
客の利益である。ビジネスの成功は、
顧客への貢献の結果得られるもので
あり、これはわが社の発展の歴史を
見ても明らかである。

経営理念 第10条

わが社の規模は資産であり、その規
模を維持するために我々にはたゆま
ぬ努力が求められる。わが社は顧客
の最大規模のプロジェクトをも遂行
し得る十分な規模を備える必要があ
る。一方それと同時に、社員の忠誠
心、親交、団結といった我々すべて
が尊びかつわが社の成功に大きな役
割を果たしている精神を保ち得る適
正な規模を維持したい。

http://www.goldmansachs.com/japan/who-we-are/business-standards/index.html
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3. 利益相反の適切な管理（原則３に対応）

ゴールドマン・サックスの事業基盤は、変わりゆく世界のニーズや、ますます洗
練され多様化するお客様のニーズの変化により、大きく変わっており、現在多様
な業務において様々な役割を担っております。お客様に対してご提供するサービ
スの多様化に伴い、当社内またはゴールドマン・サックスにおいて、競合・対立
する複数の利益が存在することから生じ得る利益相反、並びに、時によりお客様
とお客様以外の第三者との間に実質的あるいは潜在的に生じ得る利益相反に、適
切に対応する必要がございます。

こうした状況の中、当社は、お客様の利益が不当に害されることのないよう利益
相反管理方針を定め公表し、利益相反のおそれのある取引等の類型と判断基準、
その具体例を示し、適切な管理を行うために管理対象となるゴールドマン・サッ
クスの範囲、管理方法、管理体制を明確にしております。
詳しくは当該方針をご参照ください。

利益相反管理方針

経営理念 第2条

わが社の資産は人材、資本および信
用から成る。このいずれをも欠くこ
とはできないが、とりわけ信用に関
しては、これをひとたび失うならば
その回復は極めて困難である。この
ため我々は、法律、規則、および道
義の字義と精神を堅く遵守すること
を自らに課している。我々のさらな
る成功は、この規範を忠実に守るこ
とにかかっている。

経営理念 第12条

我々は顧客との関係において常に極
秘情報を入手する立場にある。しか
しながら、わが社において、機密漏
洩または極秘情報の不正もしくは不
注意な取り扱いが発生することはあ
り得ない。

http://www.goldmansachs.com/japan/regulatory-disclosures/warning-alert-5-28.pdf
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4.手数料等の明確化（原則４に対応）

当社は、お客様が負担する手数料その他の費用も含め、公正な条件及び価格水準
でお客様とのお取引を行っております。お取引の公正な条件及び価格水準は、対
象となる金融商品に係る相場水準、取引執行によって生じる市場リスクを管理す
るためのヘッジコスト、信用リスクに要求される信用スプレッド、その他の諸コ
スト等も勘案し合理的に定められるものです。

当社は、適用のある法令規則や社内の手続きに従い、お客様の金融商品への投資
判断に資するよう、お客様の属性や商品の特性等に鑑み、お取引の条件及び価格
水準等についてもお客様にご理解いただけるようわかりやすい情報提供を行い透
明性を確保するよう努めております。

経営理念 第13条

わが社のビジネスは熾烈な競争下に
あり、我々は顧客層の拡大に積極的
に取り組んでいかねばならない。し
かしながら、我々は競争者として、
いかなる時も公正を欠くことなくま
た他社を中傷することは一切しては
ならない。

経営理念 第14条

高潔と誠実こそがわが社のビジネス
の核心を成すものである。わが社の
社員には、その職務遂行と私生活の
双方において、高い倫理観に基づい
て行動することを期待するものであ
る。
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5.重要な情報の分かりやすい提供（原則5に対応）

当社は、お客様の知識、経験、財産の状況及びお客様が金融商品の販売に係る契
約を締結する目的等に照らして商品をご提案し、お客様に商品の理解を深めてい
ただくため、当該金融商品の内容やリスク要因、さらに当該金融商品の価値に影
響を与える可能性があるマーケットの動向等について、お客様に分かりやすい情
報提供が十分になされるように努めております。

当社は、現在個人顧客に対して複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行っ
ていないため、重要情報シートは使用しておりません。

当社が販売・推奨する商品には、複数の金融商品をパッケージとして組成される
商品（仕組債等）が含まれます。

複数の金融商品をパッケージとして組成される商品は、内包する金融商品を個別
に提供することを前提としていないため、原則として個別の金融商品としての提
供は行っておりません。個別の金融商品として提供可能な場合は、それに応じた
適切な説明を行います。

経営理念 第11条

わが社は急速に変化していく顧客の
ニーズを見極めながら、こうした
ニーズに対応する新しいサービスの
開発に尽力していかねばならない。
我々は金融の世界が常に動いており、
この世界においては現状維持が淘汰
につながることを知っている。
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6. お客様にふさわしいサービスの提供（原則６に対応）

当社は、当社がお客様にご提供するサービスの一つひとつが、その信頼を強化するも
のでなければならないと考えております。

当社は、当社の勧誘方針に則り、お客様の知識、経験、財産の状況及び金融商品の販
売に係る契約を締結する目的について、詳細にわたり確認をさせていただき、その内
容を考慮した上で適切と考えられる商品をご提案いたします。さらに、複雑またはリ
スクの高い取引の場合、お客様にとってふさわしいものであるかを検討し、時により
長期的な視野に立ったお客様重視の観点からお客様とのお取引を控えさせていただく
こともございます。

さらに、お取引後に関連するマーケットの大きな変動があった際には適時に情報をご
提供するなど 、お客様の属性や商品特性に応じ、適切なアフターフォローを行うこと
としております。

また、当社は金融商品の組成に携わる事業者として、当該金融商品の特性、複雑性等
を販売会社に明確に提示し、当該金融商品に対して一般的に適合性を有すると考えら
れる最終顧客の属性に販売先が限定されるよう販売会社を通して努めております。ま
た、販売会社の適合性審査に係る手続き等について可能な限りのヒヤリングを行い、
販売会社でインベストメント・チェーンにおける最終受益者であるお客様にふさわし
いサービスが提供される体制がとられているか確認するよう努めております。

当社は、不適切な勧誘が行われないよう、役職員に対し継続して社内研修を行ってお
ります。金融商品取引法及び関連法令・諸規則等を遵守し、適切な勧誘が行われるよ
う、内部管理体制の強化に努めるとともに、お客様の信頼と期待に沿うべくプロ
フェッショナルとしての専門性を向上するために知識とスキルの修得に不断の努力を
続けてまいります。

また、投資運用業務においては、お客様にとって最適な資産形成に資する運用商品を
ご提供できるよう、常に運用の高度化に努めております。

勧誘方針

経営理念 第4条

わが社は、我々が提供する金融サービス
の専門性における高い質に大いなる誇り
を抱くものである。我々が従事するあら
ゆる業務において最高の結果を得るため
に、不退転の決意でビジネスに臨んでい
る。わが社の業務が多岐にわたり、取扱
量が大幅に増加する場合であっても、規
模において最大であるよりも質において
最良であることが我々の選択である。

経営理念 第5条

創造力とイマジネーションは、わが社の
あらゆる業務における重要な要素である。
我々は従来の方法が依然として最良のも
のであり得ることを十分に認識する一方
で、顧客の抱える問題に対するより良い
解決法を見出す努力を怠らない。現在、
金融界で広く用いられている手法や技術
の多くを、わが社が他社に先がけて開発
してきたという事実を誇るものである。

経営理念 第9条

社員のわが社への貢献と仕事への熱意あ
ふれる取り組みは、他社と比べ群を抜く
ものである。わが社の成功の重要な要素
はここにある。

http://www.goldmansachs.com/japan/regulatory-disclosures/2-Kanyu.pdf
http://www.goldmansachs.com/japan/regulatory-disclosures/2-Kanyu.pdf
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7.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等（原則7に対応）

経営理念に「高潔と誠実こそがビジネスの核心をなすものである。わが社の社員
には、その職務遂行と私生活の双方において、高い倫理観に基づいて行動するこ
とを期待するものである」とあるように、当社はその徹底のために社内研修及び
人材プログラムの実施を通じ、当社のお客様を最優先とする企業文化をより強固
なものとし、その中核的価値観の強化を図っております。さらに、社員の年次昇
進、人事評価、報酬決定プロセスにおいて、リーダーシップ、企業文化を一層重
視するよう努めております。お客様と接する全ての社員を対象とする評価基準を
強化することにより、適切で長期的なお客様重視の姿勢を育成します。

経営理念 第6条

わが社は、すべての職務に最高の人材を発掘
し獲得することに並々ならぬ努力を傾注して
いる。我々の業務は巨額の数字によって測ら
れるが、人材は一人一人に焦点をあてて選ん
でいる。金融サービス事業においては、すぐ
れた人材なくして最良の企業たり得ないとい
うことをわが社は承知している。

経営理念 第7条

わが社の社員には、多くの企業と比べてより
早い昇進の機会が与えられている。昇進は社
員それぞれの功績によるものであり、我々は
優秀な社員が遂行し得る職務内容に限界を認
めるものではない。我々が成功するためには、
わが社の男女社員が業務活動を行う地域社会
や文化圏の多様性を反映しなければならない。
これは我々が様々な背景や思考を有する人材
を引きつけ、確保し、動機づけなければなら
ないことを意味する。多様化は選択肢ではな
く、我々のあるべき姿である。

経営理念 第3条

わが社は、株主に大きな投資利益を還元する
ことを目標としている。大きな投資利益を実
現し、資本を強化し、かつ最も優秀な人材を
雇用し確保するためには、収益性を高めるこ
とが重要である。従業員持株制度の充実によ
り、従業員と株主の利益の均衡が図られてい
る。

経営理念 第8条

わが社はあらゆる面においてチームワークを
重んじる。個人の創造性は常に奨励されるも
のであるが、最高の結果はしばしばチーム
ワークによってもたらされることを、わが社
は経験によって知っている。個人の利益を顧
客やわが社の利益よりも優先する者をわが社
は必要としない。
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